
新型ノロウイルスGⅡ.17大流行の恐れ
　昨年から新たな変異型ノロウイルス G

Ⅱ.17 が流行の兆しをみせています。

　最近は主に GⅡ.4 が流行していたため、

免疫を持つ人が増え、大流行になることは

ありませんでしたが、この新型ノロウイルス GⅡ.17

には、ほとんどの人が免疫を持っておらず、広く流行す

る恐れがあります。

　感染予防は従来どおりです。外出後・調理前・食事

前・トイレ後などには、必ず液体石けんで手を洗う習慣

を身につけ感染を予防しましょう。また二次感染を防ぐ

ため、患者のふん便や嘔吐物の処理にあたっては、使い

捨ての手袋およびマスクを着用するなど十分に注意して

ください。加えて、汚物処理をした後は、液体石けんで

しっかり手を洗うとともに、うがいもしましょう。

問 合 せ　健康増進課　☎ 266－1010

平成27年度 精神保健福祉ボランティア養成講座
場　　所　社会福祉法人　はまぎくの会

地域活動支援センターふわり 2Ｆ ランチルーム

（ひたちなか市柳沢 2831）

定　　員　10名程度

受 講 料　1,000円（来所時にお支払いください）

駐 車 場　施設駐車場を利用できます

講座日程　2月13日（土）、2月20日（土）、2月27日（土）

○講座欠席の場合は、あらかじめご連絡ください。

○講座修了後、ボランティア活動を希望の方には、ボラン

ティアサークルそれいゆさんを紹介させていただきます。

（＊施設で個人ボランティアの受け入れは行っていません。）

○平成28年3月中に都合の良い方には施設での実習に

参加していただきます。

問 合 せ　社会福祉法人 はまぎくの会 地域活動支援センターふわり

☎ 264－1500

住民の皆さまへ
　マイナンバーの通知カードが届いていない方は、

運転免許証などの本人確認書類をお持ちになって住

民課までお越しください。

問 合 せ　住民課（内線 112・113）

水 道 管 に 凍 結 対 策 を

　夜に冷え込んで気温が氷点下５度以下になると、凍結

による水道管の破裂が多くなります。特に風あたりの強

い所や日陰、北向きにある水道管や量水器には、凍結対

策をしてください。

防寒具はこのように

◇水道管に防寒具をつけていない

家庭では、早めに町指定給水装

置工事事業者に依頼して保温材

を取り付けるようお勧めします。

◇水抜き装置の付いていない屋外

用の立上がり管は、不凍水栓（立

上がり管の中の水を抜いて凍結

を防ぐ）に取り替えるようお勧めします。

◇量水器は、ビニール袋に

発泡スチロールやぼろ布を

詰めたものを量水器の箱の

中に入れ、さらに段ボール

などを載せて保温してくだ

さい。

凍って水が出ないときは

　水道管や蛇口にタオルなどを巻き、蛇口を開け、その

上からぬるま湯をかけて、溶かしてください。直接熱い

お湯をかけると、管が割れることがあります。漏水の場

合は量水器の中にあるバルブを右に回すと水が止まりま

す。

問 合 せ　上下水道課（内線 272）

非常持出袋の配布について
　町制60周年記念事業として全戸配布している非常

持出袋を、留守等によりお受取りいただいていない

場合は、お渡しいたしますので「郵便物等ご不在連

絡票」をご持参のうえ、1月29日（金）までに生活環

境課へおいでください。

問 合 せ　生活環境課 地域安全安心係（内線 241・246）

茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ
～もうチェックした？最低賃金！使用者も 労働者も～

　特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用され

る最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定されました。

　使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃

金で労働契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定

最低賃金」が適用されます。

　なお、次の（1）から（3）に掲げる者等については特

定最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金（時間額

747円）が適用されます。

（1）18歳未満又は65歳以上の者

（2）雇入れ後 6ヶ月未満の者であって、技能習得中のもの

（3）清掃、片付けの業務に主として従事する者

茨城県の特定最低賃金

特定最低賃金名 時間額

鉄鋼業 851円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機

械器具製造業
825円

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学

機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学

機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電

子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、

時計・同部分品製造業

821円

各種商品小売業 795円

効力発生日：平成27年12月31日

※詳細については、茨城労働局賃金室（℡ 029－224－

6216）又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ

ください。

消費者トラブルの相談は、局番なしの１８８へ。大洗町消費生活センター

平成28年1月13日

第1648号


